
 

１．商談会日時：令和 7年 2月 20日（木） 10:00～15:00 

２．場        所：横須賀商工会議所（横須賀市平成町 2‐14‐4） 

３．搬入出について 

（搬入日時）2月 19日（水）13:30～16:30 

（搬出日時）2月 20日（木）15:30～16:30 

４．次に該当する場合は出展出来ません。 

（１）当日、販売は一切行いません 

（２）会場で試食の提供は可能ですが、火器を使用しての調理は出来ません。（電気調理器具を使用す 

る場合には、事務局にご相談ください） 

（２）著しい臭気・騒音・振動などを発する出展内容 

（３）刃物、薬物、火気などの危険物の展示 

（４）来場者の個人情報を収集することが目的とされるもの 

（５）公序良俗に反するもの 

（６）法令に反するもの 

（７）その他、主催者が不適切と判断するもの 

５．出展場所の決定について 

    出展場所については、出展内容、電気使用量等を考慮し、事務局で決定いたします。出展場所の希

望は受けかねますので、予めご了承ください。（出展場所は全て室内になります） 

６．ブース仕様 

    横 1.8m×奥行き 2.5m 会議用テーブル 2台、椅子 3脚 

７．出展料：無料 

８．開催可否について 

商談会は悪天候等などやむを得ない状況により急遽、開催内容を変更・中止となる場合があります。 

中止の判断は、商談会前日正午に決定致します。また、突発的な状況により事務局が開催不可と判

断した場合、急遽中止となる場合がありますので、予めご承知いただきますようお願いいたします。 

９．注意事項 

■商談会全般に関すること 

（１）「出展申込書」等の記載内容については、主催者より随時確認させていただくことがありますので

ご了承ください。なお、出展内容等が出展要領に則っていないと判断した場合は、申し込みを取り

消します。 

（２）出展者は、自社ブースの一部または全部を有償無償にかかわらず、第三者または他の出展者に転

貸、譲渡、交換業務委託など（以下「名義貸し」という。）は出来ません。 

（３）出展決定後（開催日含む）において、出展内容・出展資格などが出展要領に則っていない、また

は「出展申込書」の内容と相違していると判断した場合は、出展内容の変更を指示する場合があり

ます。申込みと異なる展示、サービスを扱わないでください。 

■設営・撤去に関すること 

（４）会場設営・安全管理の都合上、発電機の持ち込みは出来ません。 

（５）搬入時の運営事務局の現場確認、およびブース撤収時の運営事務局による原状復帰の確認に立ち

会うようにしてください。 

■食品衛生に関すること 

（６）試食等で食品を提供する従事者は、清潔な帽子、エプロンを着用し、長い髪は結ぶなど衛生管理
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にご注意ください。特に提供する食品の衛生面については、食中毒や異物混入等のないよう細心の

注意を払ってください。 

（７）商談会開催中に発生したゴミに関しては、各自持ち帰りをお願い致します。 

（８）必ず主催者が指定した時間までに、会場内（保冷車等含む）から物品および食材などを搬出して

ください。 

■出展ルール・マナーに関すること 

（１０）ブースからはみ出しての出展（荷物を置く等）など来場者の通行の妨げとなる行為や、来場者

に不快を与える行為（飲酒しながら展示、刺青・タトゥーを見せびらかす、過度の肌の露出等）、備

品の破損、その他主催者が不適切であると認めた場合、当日の出展を中止させて頂きます。 

  なお、これによって生じた損害について、主催者は一切その責任を負いません。 

   また、出展者の行為により事故等が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するものと

し、主催者は一切の責任を負いません。 

（１１）会場内では所定の喫煙場所以外での喫煙を禁じます。ブース内での喫煙も厳に禁じます。 

（１２）緊急連絡について 

   主催者等が緊急連絡をする場合がありますので、確実に連絡を取れるようにしてください。 

（１３）原則、商談会開催時間のあいだはブースを閉めることがないようにし、やむを得ずブースを閉

めなければならない時は、主催者等に必ず伝えてください。 

■その他商談会に関すること 

（１４）主催者は、管理者としての注意をもって会場全般の管理に努めますが、各出展物などの管理は

出展者が責任を負うものとし、主催者は出展物の盗難、紛失、火災、損傷（風雨によるものを含む）

などの損害に対して補償の責任を負いません。 

（１５）損害賠償等について 

   出展者が会場や他の出展者のブース、設備並びに人身等に損害を与えた場合、賠償は出展者の責

任において行うものとします。 

 

 

以   上 

 

本件に関する問合せ先：横須賀商工会議所 情報企画課 浦中 

TEL：046-823-0421 FAX：046-823-0401 Mail：ura@yokosukacci.com 
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